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１ 中井やまゆり園の支援に係る虐待認定について 

 

(1) 事案の概要 

・ 中井やまゆり園の男性職員が、令和２年５月３日 18時過ぎに、入所者（男

性）を落ち着かせようとする中で、顔を叩くなどの行為があった。なお、入

所者にけがはなかった。 

・ 見守りカメラの映像確認や当該職員へのヒアリング調査で、園幹部職員が

こうした事実を確認し、５月 14 日、当該入所者に係る支援費の支給を決定

した自治体（以下、「自治体」という。）に障害者虐待防止法（以下、「虐待

防止法」という。）に基づく通報をするとともに、ご家族へ説明と謝罪を行

った。 

・ ６月 29 日、自治体により、適切な手続きを経ずに身体拘束（首及び上半

身の押さえ込み）を行ったこと、拘束の最中に左あごのあたりを１回叩く、

膝で大腿部あたりを数回蹴るような行動が身体的虐待と認定された。 

 

(2) 虐待を行った職員 

・ 60代男性（福祉職） 

・ 本件事案の発生以降、利用者支援の業務には当たらせていない。 

 

(3) 今後の対応 

・ 園は、令和２年８月 31 日までに虐待認定を行った自治体に対し、改善計

画を提出する。また、虐待防止法に基づく通報後、他の入所者に同様の行為

がないかなど、緊急点検を実施するとともに、第三者を含めた検証チームを

立ち上げ、原因究明や再発防止に向けた取組みを進めていく。 

・ さらに、県として、施設におけるマネジメントを改善するため、幹部職員

を対象とした研修を実施する。また、園全体の支援について、新たに設置す

る「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」による検証を

行う。 

 

（参考）中井やまゆり園の概要 

   種  別 障害者支援施設 

   所 在 地 足柄上郡中井町境 218 

   建物規模 延べ床面積 9,392㎡ 地上２階 地下１階 

   入所定員 140 名（うち短期入所 18名） 

   施設機能 ・ 県西地域の拠点施設 

・ 強度行動障害対策の中核施設 

・ 神奈川県発達障害支援センターかながわＡ（エース）を附置 

 


